別記様式第6号（第6条関係）
陶芸工房使用料減免承認書

第　　　　　号　　
年　　月　　日　　

　　　　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　北見市教育委員会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　教育長　　　　　　
次のとおり使用料金の減免を承認します。
	減免を承認する期間
	年　　月　　日　～　　　年　　月　　日
	減額率

	使用工房
	
	

	減免区分
（規則別表第2の区分）
該当区分を丸で囲む
	1(1)
	市内の幼稚園から中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校の活動
	50%

	
	1(2)
	市内の保育所等、認定こども園の活動
	50%

	
	1(3)
	市内の保育事業施設、認可外保育施設の活動
	50%

	
	2(1)
	市内の高等学校、中等教育学校（後期課程）、特別支援学校（高等学校に準ずる）、大学、専修学校、各種学校が主催する競技会等
	30%

	
	2(2)
	北海道立北見高等技術専門学院が主催する競技会等
	30%

	
	3
	高文連又はこれに類する団体が主催する競技会等
	30%

	
	4
	市内の幼稚園から中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、高等専修学校の生徒等の文化活動
	50%

	
	5
	市内の大学、専修学校、各種学校、道立北見高等技術専門学院の学生等の文化活動
	30%

	
	6
	市内の社会教育関係団体
	30%

	
	7(1)
	市内の養護老人ホーム等の行事
	50%

	
	7(2)
	市内の介護老人保健施設の行事
	50%

	
	7(3)
	市内の児童福祉施設の行事
	50%

	
	7(4)
	市内の障害者支援施設の行事
	50%

	
	8
	身体者障害者手帳等を有する者及びその関係者団体
	50%

	
	9
	1から8のほか委員会が特に必要と認めるもの
	別途


〔注　意〕
１　この承認書により減免を承認する期間は、原則として毎年度３月末日までの使用日に係るものです。引き続き減免を希望する団体は、北見市教育委員会の指示する期日までに、翌年度の減免申請書を提出してください。
２　この承認期間に関わらず、営利営業を目的とした使用など、減免の対象とならない場合は規定の使用料金となります。
